
新型インフルエンザ対策について 

平成２４年１０月 

厚生労働省健康局結核感染症課 

新型インフルエンザ対策推進室 



Ｈ５Ｎ１鳥インフルエンザ等の状況 



（WHO・OIEの正式な公表に基づく） 

《 アフリカ 》 
ジブチ 
人の発症者1人 
（うち死亡者0人） 
ナイジェリア 
人の発症者1人 
（うち死亡者1人） 

注） 上図の他、人への感染事例として、 
  1997年香港（H5N1 18名感染、6人死亡） 
  1999年香港（H9N2 2名感染、死亡なし） 
  2003年香港（ H5N1 2名感染、1人死亡） 
  2003年オランダ（ H7N7 89名感染、1人死亡） 
     2004年カナダ（ H7N3 2名感染、死亡なし） 
  2007年英国（H7N2 4名感染、死亡なし）等 がある。 

参考：WHOの確認している発症者数 
は計603人(うち死亡356人) 

2012年5月2日現在 
厚生労働省健康局結核感染症課作成 

《アジア 》 
インドネシア 
人の発症者189人 
（うち死亡者157人） 
カンボジア 
人の発症者20人 
（うち死亡者18人） 
タイ 
人の発症者25人 
（うち死亡者17人） 
中国 
人の発症者42人 
（うち死亡者28人） 
パキスタン 
人の発症者3人 
（うち死亡者1人） 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 
人の発症者6人 
（うち死亡者0人） 
ベトナム 
人の発症者123人 
（うち死亡者61人） 
ミャンマー 
人の発症者1人 
（うち死亡者0人） 
ラオス 
人の発症者2人 
（うち死亡者2人） 

《 中東 》 
ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ 

人の発症者8人 
（うち死亡者5人） 
イラク 
人の発症者3人 
（うち死亡者2人） 
エジプト 
人の発症者167人 
（うち死亡者60人） 
トルコ 
人の発症者12人 
（うち死亡者4人） 

  ：家きん等でのH5N1が認められた国 

  ：人でのH5N1発症が認められた国 

鳥インフルエンザ（H5N1）発生国及び人での発症事例（2003年11月以降）  



注：確定症例数は死亡例数を含む。 

   WHOは検査で確定された症例のみ報告する。 

（2012年5月2日現在）  

WHOに報告されたヒトの鳥インフルエンザ（H5N1）確定症例数 

  ２００３年  ２００４年  ２００５年  ２００６年  ２００７年  ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 合計  

症例数  死亡数  症例数  死亡数  症例数  死亡数  症例数  死亡数  症例数  死亡数  症例数  死亡数  症例数  死亡数  症例数  死亡数  症例数  死亡数  症例数  死亡数  症例数  死亡数  

ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ  0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 6 0 

カンボジア  0 0 0 0 4 4 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 8 8 2 2 20 18 

中国  1 1 0 0 8 5 13 8 5 3 4 4 7 4 2 1 1 1 1 1 42 28 

ジブチ  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

エジプト  0 0 0 0 0 0 18 10 25 9 8 4 39 4 29 13 39 15 9 5 167 60 

インドネシア  0 0 0 0 20 13 55 45 42 37 24 20 21 19 9 7 12 10 6 6 189 157 

イラク  0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 

ラオス 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

ミャンマー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ナイジェリア 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

パキスタン 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

タイ  0 0 17 12 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 17 

トルコ  0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 

ベトナム  3 3 29 20 61 19 0 0 8 5 6 5 5 5 7 2 0 0 4 2 123 61 

合計  4 4 46 32 98 43 115 79 88 59 44 33 73 32 48 24 62 34 25 16 603 356 



  鳥インフルエンザウイルス 

低病原性（ＬＰＡＩ）      高病原性（ＨＰＡＩ） 
  弱毒型            強毒型 
  Ｈ１～Ｈ１６          Ｈ５，Ｈ７ 
             

不顕性局所感染 

（呼吸器・腸管） 

致死的全身感染 

 (家禽ペスト) 



   
•重症肺炎   全身感染 
 呼吸器感染 + ウイルスが血液中に入り（ウイルス血症）、 
 血流を介して、呼吸器以外の臓器にも感染が拡がる。 

•サイトカインの”嵐”    多臓器不全 
 ウイルス感染に対抗する宿主応答が異常に強く起こり、 
 かえって多くの臓器を傷害してしまう。 

•高致死率の重症疾患 
 小児・若年成人を中心に、致死率は６０％以上 

 
    「インフルエンザ」とは異なる新しい重症疾患 

       「季節性インフルエンザ」 =  
                      ウイルス感染は上気道呼吸器上皮に限局。 
          症状は、発熱、全身倦怠感、筋肉痛、呼吸器症状（ILI)。 
         致死率は0.1％以下。高齢者等のハイリスク群で重症化。 

H５Ｎ１型高病原性鳥インフルエンザウイルス    
感染患者の病態 



新型インフルエンザ 

• 弱毒型鳥インフルエンザウイルスに由来 
  過去の新型インフルエンザ 
   １９１８ スペイン風邪インフルエンザ（H1N1） 
   １９５７ アジア風邪インフルエンザ（Ｈ２Ｎ２）   
   １９６８ 香港風邪インフルエンザ（Ｈ３Ｎ２） 
   ２００９ （Ｈ１Ｎ１）2009 （H1N1)pdm09 
  病気： 呼吸器に限局したインフルエンザ 
• 強毒型鳥インフルエンザウイルスに由来（？） 
  過去には例は無いが、可能性が危惧されている。 
   １９９７ 香港でのＨ５Ｎ１型 
   ２００３ 香港でのＨ５Ｎ１型 
        オランダでのＨ７Ｎ７型 
   ２００３-11 アジア、ヨーロッパ、アフリカのＨ５Ｎ１型 
  病気：、全身感染、重症肺炎、脳炎、多臓器不全 



 これまでの新型インフルエンザ対策の概要について 

（平成21年以降） 

法律 
新型インフルエンザ対策 

行動計画 

新型インフルエンザ対策 

ガイドライン 
 

 

平成21年２月 

 
平成21年４月 

 

平成22年６月 

 

平成23年３月31日 
 

平成23年７月 

 

 
平成23年９月 

 

 

平成24年１月 
 

平成24年５月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

予防接種法改正 
（｢感染力は強いが、病原性
が高くない新型インフルエ
ンザ｣が発生した場合の臨
時の予防接種が可能に） 

 
 

 

 

行動計画改定 
（新型インフルエンザ及び鳥インフル
エンザに関する関係省庁対策会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

行動計画改定 
（新型インフルエンザ対策閣僚会議） 

 

ガイドライン策定 
（新型インフルエンザ及び鳥インフル
エンザに関する関係省庁対策会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ガイドライン見直し意見書 
（新型インフルエンザ専門家会議） 

 

 新型インフルエンザ（A/H1N1)発生 

 新型インフルエンザ（A/H1N1)対策総括会議報告書 

 新型インフルエンザ（A/H1N1）から通常の季節性インフルエンザ対策に移行 

政省令の制定 行動計画改定 ガイドライン改定 

 新型インフルエンザ等対策有識者会議（平成24年8月閣僚会議決定） 

有識者会議中間とりまとめ 

新型インフルエンザ等 

対策特別措置法公布 

※新型インフルエンザ等対策特別措置法については、公布の日から1年を超えない範囲内において施行 8 



新型インフルエンザ対策行動計画の 
改定について 

 
平成２３年９月20日 

新型インフルエンザ対策閣僚会議 



・侵入を遅らせる（国境監視） 

・拡大を遅らせる（早期封じ込め） 

新型ウイルスの 

国内侵入 

・感染拡大の抑制（公衆衛生的介入） 

・流行規模の平坦化 

・ワクチンの早期開発,生産,接種 

 

患
者
数 

時間経過 

流行のピークを下げて 

医療への負荷を減らす 

医療対応 

体制の強化 

対策の基本的な考え方 



国における発生段階 

未発生期 海外発生期 国内発生早期 国内感染期 小康期 

地域での発生状況は
様々であり、 

・地域未発生期から地域
発生早期 

・地域発生早期から地域
感染期 

の移行は、都道府県を
単位として判断 

国内での
初の患者
の発生 

国内のいずれかの都道府県において
初めて患者の接触歴が疫学調査で追
えなくなった時点が目安 

患者の発生が
低い水準でとど
まる 

再燃期 

国
内
の
患
者
数 

体制整備 国内発生遅延 感染拡大抑制 被害の軽減   見直し・準備 

Ａ県 

Ｂ県 

Ｃ県 

Ｄ県 

海外での新型 

インフルエンザ
の発生 

時間 

地域（都道府県）における発生段階 

各都道府県での
初の患者の発生 

地域感染期 
（感染拡大～まん延～患者の減少） 

各都道府県において患者の接触歴が
疫学調査で追えなくなった時点が目安 

地域未発生期 地域発生早期 



「新型インフルエンザ対策行動計画」の改定のポイント 

 

12 

総論的事項 

２．【海外発生期】 
（海外で新型インフルが発生した状態） 

●検疫 
 ・発生が疑われる場合、WHOフェーズ４宣言前でも検疫強化等を開始。  
 ・合理性が認められなくなった場合には、機動的に措置を縮小するこ 
  とを明記。 
 ・水際対策の目的は、国内発生の遅延であり、ウイルスの侵入を完全 
  に防ぐための対策ではないことを明確化。 

●医療体制 
 ・ 「帰国者・接触者外来」*の設置時期を海外発生期に前倒し。  
  *「発熱外来」から名称変更。 

 ・帰国者・接触者外来以外の医療機関への受診に備え、院内感染対 
  策を講じた上での診療体制の整備を要請。 

●ワクチン  ※国内発生期以降に実施する対策も含む 

 ・病原性が高い等の場合は、公費で集団接種することを基本として、 
  対策本部で接種順位等を決定し、関係者の協力の下、接種を開始。  
 ・パンデミックワクチンについては、国産ワクチンの確保を原則とする 
   が、必要に応じ輸入ワクチンも確保。 

・病原性・感染力の程度に応じた適切な対策への切り替え（行動計画の運用の弾力化）を明記。 
・地域レベルの発生段階*の設置。移行については、国と協議の上で、 都道府県が判断。 
 *「地域未発生期」「地域発生早期」「地域感染期」 

４．【国内感染期】 
（いずれかの都道府県で患者の疫学リンクが追えなくなる状態） 

３．【国内発生早期】 
（いずれかの都道府県で患者発生、疫学リンクは追える状態） 

●感染拡大防止 
 ・感染拡大防止策の実施に資する目安を示し、必要な場合に 
  は、地域全体での積極的な感染拡大防止策*の実施を要請。 
  *学校・保育施設等の臨時休業や集会の自粛要請等 

●医療体制 
 ・患者数が増加した段階では、PCR検査は重症者等に限定し 
  ての実施を要請。 

●サーベイランス 
 ・患者・入院患者の全数把握、学校等での集団発生の把握を 
  強化。 

●感染拡大防止策 
 ・対策の主眼を、早期の積極的な感染拡大防止策から、被害 
  軽減に切り替えることを明記。 

●医療体制 
 ・地域未発生期・地域発生早期の都道府県においては、必要 
  が生じた際には、感染症法に基づく入院措置の中止可能。 

●サーベイランス 
 ・地域発生期の都道府県においては、全数把握は中止。 

１．【未発生期】 

●ワクチン 
 ・発生時に速やかに接種開始できるよう、プレパンデミックワクチンの 
  一部を事前に製剤化して備蓄。  
 ・接種の法的位置づけや接種順位を決定する等の接種体制の整備。 

●情報共有 
 ・一元的な情報提供を行うための組織体制を構築。 

・社会・経済機能の維持を目的に、以下を実施。 
 －買占め等への監視・国民相談窓口の設置・事業継続のため  
       の法令の弾力運用の周知・緊急物資の円滑な流通や運送 
       の要請・中小企業等の経営安定化に資する政府関係金融機 
       関等への要請。 

その他 



総論的事項 

１．行動計画の対象の明確化 

 ○ 行動計画が対象とする新型インフルエンザについては、発生したウイルスによって、病原性・感染力等は様々な
場合が想定される 

２．行動計画の運用の弾力化 

○ 対象となる新型インフルエンザの多様性を踏まえ、対策も多様 

○ ウイルスの特徴（病原性・感染力等）に関する情報が得られ次第、その程度等に応じ、実施すべき対策を決定 

３．意思決定システムの明確化 

○ 政府対策本部、厚生労働省対策本部、新型インフルエンザ専門家会議といった政府の意思決定に関わる組織

を整理  
 

４．地域の状況に応じた対策の必要性 

○ 地方自治体が中心となって実施する医療提供体制確保、感染拡大防止等に関して、地域の状況に応じて判断

を行い対策を推進 

○ 国レベルでの発生段階に加えて、地域（都道府県）レベルでの発生段階を新たに設置 

・地域未発生期 / 地域発生早期 /  地域感染期 

旧行動計画は、病原性の高い新型インフルエンザのみを想定した内容と
なっているが、２００９年度の経験を踏まえて、ウイルスの病原性・感染力等
に応じた柔軟な対策を迅速・合理的に実施できるよう、以下のように見直す。 



サーベイランス・情報収集 

１．平時からのサーベイランス体制確立 

 ○ 通常のインフルエンザ及び新型インフルエンザに対応するため、
平時より、以下 の事項についてサーベイランスを実施 

・全国的な流行状況        ・入院患者の発生動向 

・ウイルスの亜型や薬剤耐性   ・学校等における発生状況 

 

２．発生時に強化するサーベイランスと縮小・中止の判断 
 ○ 発生時には、以下のサーベイランスを特別に実施 

・新型インフルエンザ患者（入院患者を含む）の全数把握 

・学校等における発生状況の把握の強化 

 

  → 全国での患者数が数百人程度に増加した段階で、縮小・中止 

旧行動計画では、発生時に、特別なサーベイランスを立ち上げることに
なっているが、2009年度に新たに導入したサーベイランスが現場に過大
な負担をかけたことを踏まえ、以下のように見直す。 



情報提供・共有 

１．情報共有の重要性の強調  
   ○ 対策の現場である地方自治体や関係機関との双方向の情報

共有が重要 

 ○ リアルタイムでの直接的コミュニケーション手段としての 

  インターネット活用を検討 

 
２．情報提供体制の具体化 
 ○ 一元的な情報提供を行うための組織体制を構築 
                   ・広報担当官を中心としたチームの設置等 

 

３．情報提供の内容の明確化 

 ○ 対策の決定プロセス、対策の理由、対策の実施主体を明確に
し、分かりやすく情報提供 

 

旧行動計画での「情報提供・共有」に関する記述について、対策の現場と
の情報共有や継続的かつ一元的な情報提供、国民への普及啓発の必要
性を踏まえ、以下のように見直す。 



感染拡大防止（国内） 

１．目的の明確化 
 ○ 対策の主な目的は、発生段階によって変化 
   ・第二段階（国内発生早期） → 感染拡大の抑制が主 
   ・第三段階（国内感染期）    → 被害の軽減が主  

２．対策の実施時期の明確化 
 ○ 目的・段階によって実施すべき主な対策を切り替え 

旧行動計画では、第二段階と第三段階の感染拡大防止策の違いが明確で
はないが、感染拡大の進行につれ、必要となる対策が変化していくことを踏
まえ、以下のように見直す。 

地域発生早期 

◎患者や濃厚接触者を特定して
の個人対策（患者の入院勧告、
濃厚接触者の外出自粛・健康
観察） 

 

◎地域全体での学校等の臨時
休業、集会の自粛などの積極
的感染拡大防止策 

 

◎地域全体での学校等の臨時
休業、集会の自粛などの積
極的感染拡大防止策を一定
期間実施 

必要に応じ、各学校等の臨
時休業、集会の自粛など 

地域感染期 
（患者数が少ない段階）                （感染が拡大した後） 

中
止 

継
続 

【
感
染
拡
大
防
止
策
】 

※感染拡大の状況に応じ、感染拡大防止策から、被害の
軽減のための医療提供体制確保等に対策を順次切り替え 

主な目的 

発生段階 

※対策の切り替え時期は、地域の状況に応じて判断することとなる。 

第二段階 
国内発生早期 

第三段階 
国内感染期 

感染拡大抑制 被害の軽減   



水際対策 

１．水際対策の位置づけの明確化 
 ○ ウイルスの国内侵入を完全に防ぐという誤解を与えないよう、水際対策の趣旨（あくまでも

国内発生をできるだけ遅らせるために行われるものであり、ウイルスの進入を完全に防ぐ 
ための対策ではない）を脚注に記載 

 

 ○ 検疫等により、国内発生をできるだけ遅らせ、国内発生の遅延と早期発見に努める 
・発生が疑われる場合、WHOフェーズ４宣言前でも検疫強化等の水際対策を開始 
・検疫の強化を行っても、感染者は入国し得るため、海外発生期 から、国内の医療体制等を整備 

 

２．機動的な縮小 
 ○  ウイルスの特徴（病原性・感染力等）や発生状況等に関する情報を踏まえ、発生段階の 

途中であっても、合理性が認められなくなった場合には機動的に措置を縮小 

 

３．検疫集約港の追加 

 ○  停留を実施する場合に検疫実施場所の集約化を図ることを検討 

 ○  実態に合わせ、集約港に羽田空港及び博多港を追加 

旧行動計画では、検疫の強化等の「水際対策」の記載が多く、その実施期間も
第三段階（改定後でいう「国内感染期」）までと長く設定されていたが、検疫の有
効性に限界があることを踏まえ、以下のように見直す。 



医療体制 

１．外来診療の役割分担の明確化 

      ○ 「発熱外来」は「帰国者・接触者外来」に名称変更し、発熱だけではなく、渡航歴等により対象患者
を絞り込む  

     ○ 帰国者・接触者以外の患者は一般医療機関*で対応 
           ・ 「帰国者・接触者外来」以外の医療機関においても、新型インフルエンザの患者を診療する可能性がある 

 
２．段階にしばられない弾力的な運用 

     ○ 地域の状況に応じた弾力的な運用を基本とし、都道府県の判断により、一般医療機関*での対応
に切り替える 
 

        *  一般医療機関  ：  内科・小児科等、通常インフルエンザの診療を行う全ての医療機関 
 

３．ファックス処方を検討 
     ○ まん延期の対応として、在宅療養の患者に対するタミフル等のファックス処方を検討（従来のガイド

ラインの規定を行動計画に規定） 
 
４．被害想定 
     ○ 対策を考える上で患者数等の数値は置くが、これらの想定を超える場合があり得る旨を明記 
     ○ 想定の数値（致死率2%(過去最大とされるスペインインフルの数値)等）は旧行動計画のとおりとす

るが、随時最新の科学的知見を踏まえ見直す旨を明記 
     ○ 致死率2%における最大入院患者数の記載を、「増加すると推計」から、「39.9万床と推計」へ修正 

旧行動計画では、第三段階まん延期になってから一般医療機関での対応に切
り替えることとなっているが、2009年度の新型インフルエンザ（A/H1N1）対応の
際、第二段階（国内発生早期）において「発熱外来」に患者が集中して機能しな
かったことを踏まえ、以下のように見直す。 



ワクチン 

 １．事前準備の推進 

○ 6か月以内に全国民分のワクチンを製造することを目指し、新しいワクチン製造法や、
投与方法等の研究・開発を促進 

○  ワクチン確保は国産ワクチンでの対応を原則とするが、そのための生産体制が整うま
では、必要に応じて輸入ワクチンの確保方策について検討が必要 

○  ワクチンの円滑な流通体制を構築 

○  病原性・感染力が強い場合には公費で集団的な接種を行うことを基本とする接種体制 

 を構築        

２．発生時の迅速な対応 

○ 発生時にワクチン関連の対策を速やかに決定できるよう、決定事項及びその決定方法
等を可能な限り事前に定めておく 

○ 新型インフルエンザウイルスの特徴（病原性・感染力等）を踏まえ、接種の法的位置づ
け・優先接種対象者等について決定 

３． プレパンデミックワクチンの備蓄について 

○ 発生時に迅速な接種が行えるよう、必要量をあらかじめ製剤化した形で備蓄することを
明記 

旧行動計画の、ワクチンに関する記載について、全国民に対し、速やかにワク
チンを接種可能な体制を構築する観点から、以下のように見直す。 



社会・経済機能維持 

１．事業継続のための法令の弾力運用の周知 

２．生産・物流事業者等への医薬品・食品等の円滑な流通の

要請 

３．生活関連物資等の安定化のため、買い占め等への監視、

国民相談窓口の設置 

４．中小企業などの経営安定に資する政府関係金融機関への

要請 

行動計画の、「社会・経済機能維持」に関する記載について、社会・経済機能の
破綻を防止するため、以下の点を明記。 



新型インフルエンザ対策ガイドラインの 
見直し意見書について 

 
平成２４年１月３１日 

新型インフルエンザ専門家会議 



 新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書概要（１） 

（新型インフルエンザ専門家会議） 

【１．はじめに】   
○この意見書は、新型インフルエンザ対策ガイドラインについて、 

 ・平成21年４月に発生した新型インフルエンザ（A/H1N1)から得られた知見・教訓、新型インフ
ルエンザ（A/H1N1)対策総括会議等による検証結果 

 ・平成23年９月に行われた新型インフルエンザ対策行動計画の改定 

を踏まえた見直しについて意見を取りまとめたもの。 

 

○現在、内閣官房を中心に、新型インフルエンザ対策のために必要な法制度の検討が行われ
ているところであるが、こうした状況の中で、新たな新型インフルエンザが発生する事態に備
え、現行法制度及び改定行動計画を前提として、現行ガイドラインから改定すべき点や、更に
検討すべき論点について、これまでの検討の成果を取りまとめた。 
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 新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書概要（２） 

（新型インフルエンザ専門家会議） 

【２．病原性・感染力について】   
○病原性に応じた対策の考え方を提示（p.2） 

 ・病原性については、行動計画の被害想定に基づき、過去の経験から、概ねスペインインフル
エンザ（致死率2.0%）並みの場合を高い、アジアインフルエンザ（致死率0.53%）並みの場合
を中等度、季節性インフルエンザ並みの場合を低いとする。 

 

○感染力に応じた対策の考え方を提示（p.2） 

 ・感染力については、以下の状況を踏まえ、感染力によって対策を区分せず、個々の対策の
実施の判断において必要な場合に感染力を考慮する。 

 多くの感染拡大防止策はその感染力にかかわらず必要となること 

 感染力は地域の状況、季節等様々な要因で変化すること 

 感染力の大きさと対策の効果との関係は複雑であり、感染力を数値化して対策を区分することは困

難であること  



 新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書概要（３） 

（新型インフルエンザ専門家会議） 

【３．水際対策に関するガイドラインについて】   
○病原性等の程度に応じた水際対策の標準的なパターンを例示（p.4） 

 ・既に海外で複数国において流行がみられるなど進入遅延の効果が見込めない場合や、病
原性が低いと判明した場合の対策について、停留を実施しないなど、現行ガイドラインより縮
小した対応の標準的なパターンを例示 

 ・標準的なパターンを参考に、状況に応じて、縮小・中止を含め柔軟に対策を実施 

 

○停留・健康監視の対象者の範囲を明示（p.5,6）  

 ・停留を行う場合の対象者の範囲については、患者と同一旅程の同行者とすることを原則（た
だし、今後の科学的知見等によっては、患者の座席周囲の者等を対象とすることも考慮） 

 

○水際対策の縮小・中止時期を具体化（p.6,7） 

 ・合理性が認められなくなった場合に、措置を縮小し、又は中止する判断の経緯等を例示 

 （縮小の契機の例） 

 致死率が当初の見込み以下であることが判明した時点 

 国内における医療体制（ウイルス検査を含む。）が整った時点 

 国内において、発生国への渡航歴がない患者が確認された時点 

 （中止の契機の例） 

 国内において、疫学的リンクを追えない患者が確認された時点 
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 新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書概要（４） 

（新型インフルエンザ専門家会議） 

【５．サーベイランスに関するガイドラインについて】   
○平時からのサーベイランス耐性の確立（p.17-20） 

 ・通常の季節性インフルエンザ及び新型インフルエンザに対応するため、平時から実施する
サーベイランスについて、目的、実施方法、実施時期等を明示 
 患者発生サーベイランス（約5,000の定点医療機関によるインフルエンザ発生動向の把握） 

 ウイルスサーベイランス（約500の定点医療機関からのインフルエンザウイルスの分析） 

 入院サーベイランス（約500の基幹定点医療機関による入院患者の発生動向・特徴の把握） 

 インフルエンザ様疾患発生報告（全国の学校等における臨時休業の情報収集） 

 感染症流行予測調査（国民の各年代の血清抗体調査） 

 その他、地域ごとの実情に応じたサーベイランス 

 

○発生時に追加・強化するサーベイランスの実施方法等を明示（p.20-24） 

 ・新型インフルエンザ発生時に追加・強化するサーベイランスについて、目的、実施方法、実
施時期等を明示 
 新型インフルエンザ患者の全数把握（確定患者・疑似症患者の届出基準を例示、国内患者数百例

等まで実施） 

 インフルエンザ様疾患発生報告の強化（国内発生早期等において、報告対象を大学・専門学校等

に拡大するほか、ウイルス検体を採取して亜型を分析） 

 ウイルスサーベイランスの強化（平時の対象に加え、全数把握患者（地域発生早期まで）、学校等

での集団発生、重症患者等のウイルスを分析） 

 積極的疫学調査の実施（感染経路、患者の基礎疾患・症状・治療経過、接触者等の調査） 

 その他（死亡・重症患者の把握、患者の臨床情報の分析 等） 
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 新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書概要（５） 

（新型インフルエンザ専門家会議） 

【６．医療体制に関するガイドラインについて】   
○帰国者・接触者外来の実施条件や運用等を明示（p.32-35） 

 ・帰国者・接触者外来を実施する目安や、国・都道府県・医療機関の具体的役割等を明示 
 （実施の目安） 

 病原性が高い又は不明の場合に、海外発生期以降に開始 

 地域感染期には原則として中止 

 （役割） 

 国：帰国者・接触者外来の設置や迅速診断キットの安定供給等の要請、検査体制の整備 等 

 都道府県等：帰国者・接触者外来の設置・受診調整、検査体制の整備、入院勧告・移送 等 

 医療機関：感染防止対策、受診者の診断、検体の採取 等 

 

○都道府県等の判断による地域の状況に応じた弾力的な運用の目安を明示（p.32-41） 

 ・帰国者・接触者外来や入院勧告等について、地域感染期に至らない段階であっても、都道
府県等の判断により、一般の医療機関での対応に切り替える際の判断基準を明示（p33） 

 （例） 帰国者・接触者外来の終了を都道府県等が判断できる目安 

 帰国者・接触者外来以外からの患者の発生数が増加 

 帰国者・接触者外来の受診者数の著しい増加により対応が困難 

 地域発生早期までの段階であるが、隣接する都道府県で患者が多数発生 等 

 ・全ての疑似症患者へのPCR検査による確定診断を中止する時期やPCR検査実施の優先順
位の決定についても、都道府県等が判断できることや、判断の目安を明示（p38-40） 

 （例） PCR検査等の実施の目安 

 地域発生早期の間は、原則として全ての疑似症患者の検査を実施 

 地域感染期に至った段階では、都道府県等の判断により全ての疑似症患者の検査を中止可能 
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 新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書概要（６） 

（新型インフルエンザ専門家会議） 

【６．医療体制に関するガイドラインについて】   
○一般の医療機関における新型インフルエンザ患者の診療体制の確保 

 ・地域発生早期以前の一般の医療機関の対応を明示（p37,38） 
 （例） 異常な集団発生や特徴的な症状の増悪等により新型インフルエンザの患者であることを強く疑った

場合には、保健所に連絡し、確定検査の要否を確認 等 

 ・地域感染期以降の一般の医療機関の対応を明示（p43,44） 
 （例） 患者とその他の患者とを可能な限り時間的・空間的に分類するなど院内感染対策を行い、新型インフ

ルエンザの患者の診療を実施、そのための診療体制を地域において連携して確保 等 

 

○電話再診患者へのファクシミリ処方について明示（p.41,42） 

 ・電話再診時にファクシミリ等で処方せんを発行するための具体的運用について明示 
 （例） 慢性疾患等を有する定期受診患者の場合 

 患者が希望し、かかりつけ医が了承した場合には、事前にカルテ等に記載 

 電話による診療により新型インフルエンザと診断できた場合には、抗インフルエンザウイルス薬の

ファクシミリ処方が可能 

 慢性疾患が安定しており、電話により療養指導が可能な場合に、慢性疾患に対する医薬品のファク

シミリ処方が可能  

 （例） インフルエンザ様症状のため最近の受診歴がある場合 

 電話による診療により新型インフルエンザと診断した場合に、抗インフルエンザウイルス薬のファク

シミリ処方が可能 
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 新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書概要（７） 

（新型インフルエンザ専門家会議） 

【７．抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドラインについて】   
○抗インフルエンザウイルス薬の備蓄のあり方等（p.46） 
 ・抗インフルエンザウイルス薬の備蓄・放出のルールについて明示 

 （例）  

 国民の４５％に相当する量を目標として備蓄 

 予防投与について、都道府県及び国が備蓄している抗インフルエンザ薬を使用可能 

 具体的な放出の手順については、関係通知を参照の上で整理 

 新たに承認された抗インフルエンザウイルス薬は、現時点では有効期間が短く備蓄に適していない

ことから、従来どおり、タミフル及びリレンザによる備蓄を継続（今後も引き続き検討） 

【８．新型インフルエンザワクチンに関するガイドラインについて】   
○パンデミックワクチンの接種順位等に関する基本的考え方（p.47-49） 

 ・医療従事者への先行接種を実施 

 ・社会機能維持者への先行接種は、新型インフルエンザの病原性が高いため、接種を行わな
ければ社会機能維持に必要な人員の確保が困難な場合に実施 

 ・優先順位については、専門家等の意見を踏まえ、以下のいずれかの考え方に基づき、政府
対策本部が決定 

 重症化、死亡を可能な限り抑えることに重点を置く考え方 

 我が国の将来を守ることに重点を置く考え方 

 重症化、死亡を可能な限り抑えることに重点を置きつつ、併せて我が国の将来を守る
 ことにも重点を置く考え方 

28 



 新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書概要（８） 

（新型インフルエンザ専門家会議） 

【８．新型インフルエンザワクチンに関するガイドラインについて】   
○ワクチンの確保（p.49-53） 

 ・６ヶ月以内に全国民分のパンデミックワクチンを製造することを目指し、細胞培養法等の新し
いワクチン製造法等の研究・開発を促進するとともに、生産ラインの整備を推進 

 ・早期の供給を図るために、10ml等のマルチバイアルを主として供給 

 ・｢プロトタイプワクチン｣の承認等に基づく迅速な承認を実施（必要に応じて検定も免除） 

 ・国産ワクチンだけでは不足が見込まれる場合には輸入ワクチンの確保を検討 

○ワクチンの供給体制（P53,54） 

 ・国が都道府県ごとの配分を決定し、都道府県が、卸売販売業者等と協力して、各供給先へ
の納入調整 

○プレパンデミックワクチンの接種体制（p54-59） 

 ・都道府県を実施主体として、臨時接種として実施する場合を例示 

 未発生期の段階から、各社会機能維持事業者の接種予定者数を調整し、接種体制を構築 

 事業所ごとに接種体制を確保、又は都道府県が直接接種体制を構築 

 事業所単位で集団的に接種を実施 

 プレパンデミックワクチンの接種の実施については、政府対策本部が決定 

 名簿や接種券の配布等により、接種対象者であることを確認 
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 新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書概要（９） 

（新型インフルエンザ専門家会議） 

【８．新型インフルエンザワクチンに関するガイドラインについて】   

○パンデミックワクチンの接種体制（p.59-63） 

 ・病原性が高い場合については、市町村を実施主体として、臨時接種として実施する場合を例
示（病原性が低い場合については、新臨時接種として実施） 

 未発生期の段階から、地域医師会等と連携の上、ワクチンの接種体制を構築 

 接種の優先順位に沿って接種を実施 

 公的な施設での実施、又は医療機関委託により、集団的に接種を実施 

 地域医師会等の協力を得て、接種に係る医療従事者等を確保 

 病原性が高い場合（臨時接種）は、公費で接種を実施 

 地域ごとに窓口を一つに統一する等、予防方法を工夫 

○その他（p69-71） 

 ・ワクチンの接種回数は、原則として２回 

 ・ワクチン接種の前後に血液検査を行い、ワクチンの有効性を評価・確認（１回接種で効果を
有するか否か等について検討） 

 ・接種と並行して迅速に副反応に関する情報を収集し、副反応の評価、国民等への情報提供
等を実施 

30 



新型インフルエンザ等対策特別措置法 



○ 東南アジアなどを中心に、家禽類の間でH5N1亜型の高病原性鳥インフルエンザが

発生しており、このウイルスが家禽類からヒトに感染し、死亡する例が報告。 

○ このような高病原性鳥インフルエンザ（H5N1）のウイルスがヒトからヒトへ効率

よく感染する能力を獲得し、病原性の高い新型インフルエンザが発生することが

懸念。 

新型インフルエンザ等対策特別措置法制定の背景について 

○ 平成21年に発生した新型インフルエンザ（A/H1N1）の経験を踏まえ、 

 ・平成23年9月20日に、政府の「新型インフルエンザ対策行動計画」を改定 

 ・新型インフルエンザ対策の実効性を確保するため、各種対策の法的根拠の明確

化など法的整備の必要性 

○ 政府行動計画の実効性をさらに高め、新型インフルエンザ発生時に、その脅威

から国民の生命と健康を守り、国民の生活や経済に及ぼす影響が最小となるよう

にするため、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」を制定。 
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「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」 
新型インフルエンザ等（国民の生命・健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものに限る）が国内で発生し、全国的かつ急速なまん延 

により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあると認められるとき 

① 外出自粛要請、興行場、催物等の制限等の要請・指示（潜伏期間、治癒するまでの期間等を考慮） 
② 住民に対する予防接種の実施（国による必要な財政負担） 
③ 医療提供体制の確保（臨時の医療施設等） 
④ 緊急物資の運送の要請・指示 
⑤ 政令で定める特定物資の売渡しの要請・収用 
⑥ 埋葬・火葬の特例 
⑦ 生活関連物資等の価格の安定（国民生活安定緊急措置法等の的確な運用） 
⑧ 行政上の申請期限の延長等 
⑨ 政府関係金融機関等による融資             等 

新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症に対する対策の強化を
図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする。 

２．「新型インフルエンザ等緊急事態」発生の際の措置 

○ 施行期日：公布の日(平成24年5月11日)から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日 

～危機管理としての新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症対策のために～ 

新型インフルエンザ等対策特別措置法について 

（１）行動計画等の作成 
  ① 国、地方公共団体の行動計画の作成、物資・資材の備蓄、訓練、国民への知識の普及 
  ② 指定公共機関（医療、医薬品・医療機器の製造・販売、電力、ガス、輸送等を営む法人）の指定・業務計画の作成 

（２）権利に制限が加えられるときであっても、当該制限は必要最小限のものとすること 
（３）発生時に国、都道府県の対策本部を設置、新型インフルエンザ等緊急事態に市町村の対策本部を設置 
（４）発生時における特定接種（登録事業者(※)の従業員等に対する先行的予防接種）の実施 
    ※医療提供業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって、厚生労働大臣の定めるところにより 
       厚生労働大臣の登録を受けているもの 

（５）海外発生時の水際対策の的確な実施 

１．体制整備等 

 

3 



  

 外出自粛、催物の開催の制限の要請等 

 住民への予防接種 

 臨時の医療施設における医療提供 等 

    行動計画に基づき、基本的対処方針策定 

    検疫の実施、特定接種の実施等 

第一段階 海外で発生（病原性が不明な段階） 

新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 発 生 

政府対策本部立ち上げ 

第二段階 病原性も明らかになってくる。国内に侵入 

病原性等が強いおそれがある場合 左 記 以 外 

緊急事態宣言 
 本部のみ継続 

緊急事態宣言終了 

本部の廃止 

新型インフルエンザ等対策特別措置法が想定している一般的経過例 
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緊急事態宣言が解除された場合、
本部廃止 

新型インフルエンザ等発生時の流れと主な措置について 

  政府対策本部の設置 

 厚生労働大臣の新型インフルエンザ等の発生の公表 

○基本的対処方針の作成 
○特定接種（登録事業者（医療関係者、社会
機能維持事業者）の従業員等に対する先行
的予防接種）の実施 
○海外発生時の水際対策の的確な実施 
○現地対策本部の設置（必要に応じて） 

 都道府県対策本部の設置 

○特定接種の実施への協力 
○医師等への医療従事の要請・指示等  

     新型インフルエンザ等緊急事態宣言（国） 

＜国＞ 
 

○まん延の防止に関する措置 
  ・住民に対する予防接種の実施指示 
○国民生活及び国民経済の安定に関
する措置 

  ・ワクチンや抗インフルエンザウイル
ス薬等の緊急物資の運送要請・指
示 

  ・特定物資の売渡しの要請・収用 

＜都道府県＞ 
 

○まん延の防止に関する措置 
  ・学校等の施設や興行場、催物の制限等の 
   要請・指示 
○予防接種の実施への協力 
○医療等の提供体制の確保に関する措置 
  ・病院や、医薬品販売業者等である指定（地

方）公共機関における診療、薬品等の販売 
  ・臨時の医療施設の開設、土地等の使用 
○国民生活及び国民経済の安定に関する措置 
  ・ワクチンや抗インフルエンザウイルス薬等の

緊急物資の運送要請・指示 
  ・特定物資の売渡しの要請・収用 
○緊急時の埋葬・火葬 

○予防接種の実施 
  ・住民に対する予防接種 

市町村対策本部の設置 

＜市町村＞ 
 

 
※法律に基づく対策本部ではない  

 
○特定接種の実施への協力 

国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により当該疾病が新型インフ
ルエンザ等感染症と認められなくなった旨が公表された場合、本部廃止 

※ ＷＨＯがフェーズ４を宣言 

【任意に対策本部設置可】 
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○ 新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ及び新感染症。以下同じ）が発生したときは、自ら対策

を的確かつ迅速に実施し、並びに地方公共団体及び指定公共機関が実施する対策を的確かつ迅速
に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備すること。 

○ 新型インフルエンザ等及びワクチンその他の医薬品の調査及び研究を推進するよう努めること。 
○ 世界保健機関その他の国際機関及びアジア諸国等との国際的な連携を確保するとともに、調査及

び研究に係る国際協力を推進するよう努めること。 

国の責務 

 
○ 地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときは、基本的対処方針に基づき、自らその区

域に係る対策を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施す
る対策を総合的に推進すること。 

地方公共団体の責務 

 
○ 指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等が発生したときは、その業務につ

いて、対策を実施すること。 

指定（地方）公共機関の責務 

 
○ 事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防に努めるとともに、対策に協力するよう努めなければならないこと。 
○ 事業者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努

めなければならないこと。 
○ 特定接種の対象となる登録事業者は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供並びに国民生活及び

国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならないこと。 

事業者及び国民の責務 

 
○ 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられると

きであっても、その制限は当該対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。 

基本的人権の尊重 

 
 国、地方公共団

体並びに指定公
共機関及び指定
地方公共機関は、
対策を実施する
に当たっては、
相互に連携協力
し、その的確か
つ迅速な実施に
万全を期さなけ
ればならない。 

責務等について 【法第３～５条】 
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○ 指定公共機関（法第２条第６号） 
  独立行政法人等の公共的機関及び医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気等の供給、輸送
その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの 

 

○ 指定地方公共機関（法第２条第７号） 
  都道府県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気等の供給、輸送その他の
公益的事業を営む法人、地方道路会社等の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人のうち、
指定公共機関以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて都道府県知事が指定（※）するもの  

 ※ 指定の形式は特に問わず、必ずしも条例や規則による必要はないが、災害対策基本法や国民保護
法における指定手続との均衡も踏まえ、適正と認められる手続により行っていただきたい。 

   また、指定に当たっては、法人に対し、指定地方公共機関の責務や業務計画の作成等についての
十分な説明を行い、当該法人の意見にも適切に配慮し、その役割についての理解を十分に得ていた
だくようお願いしたい。 

 

○ 責務（法第３条第５項、６項） 
 ・新型インフルエンザ等が発生したときは、その業務について対策を実施する責務を有する。 
 ・国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等対策を実施

するに当たり、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。 

指定公共機関・指定地方公共機関とは 

行政機関だけでは新型インフルエンザ
等対策の的確な実施は困難 

指定（地方）公共機関について ① 

指定（地方）公共機関 
による協力が必要 
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○ 業務、義務等 
 

【共通事項】 
 ①業務計画の作成及び国（都道府県）への報告、関係地方公共団体への通知、要旨の公表 

（法第９条） 

 ②業務に係る対策の実施に必要な物資・資材の備蓄・整備・点検、施設・設備の整備・点検  
（法第10条） 

 ③政府対策本部長による総合調整、指示（指定公共機関のみ）（法第20条第１項、法第33条第１項） 

    都道府県対策本部長による総合調整、指示（法第24条第１項、法第33条第２項） 

  ※「総合調整」とは、指定（地方）公共機関の新型インフルエンザ等対策に関する業務が、その目
的、手段、手続等の見地から相互に調和して行われるように、助言、要請、勧告等により調整を
行うもの。「指示」とは、方針、基準、手続等を示して一定の行為を実施させるものであり、
「総合調整」に基づく所要の措置が実施されない場合で特に必要があるときに行う。 

④国（都道府県）に対し、労務、施設、設備、物資の確保について応援を求めることができる 
（法第27条） 

 

【個別事項】 
 ①独立行政法人：都道府県、市町村から職員の派遣要請があったときは、職員を派遣（法第43条） 

 ②以下の事業者は新型インフルエンザ等緊急事態において業務の適切な実施のため必要な措置 
 ・医療機関・医薬品等製造販売業者等：医療又は医薬品若しくは医療機器の製造若しくは販売

の確保（法第47条） 

  ※医薬品等販売業者は、国（都道府県）の要請・指示に応じ医薬品・医療機器の配送（法第54条

第２項、３項） 

 ・電気・ガス・水道事業者等：電気・ガス・水の安定的かつ適切な供給（法第52条） 

 ・運送事業者：旅客及び貨物の運送（法第53条第１項） 

  ※国（都道府県）の要請・指示に応じ緊急物資の運送（法第54条第１項、３項）       
 ・電気通信事業者：通信の確保、緊急事態措置の実施に必要な通信の優先的取扱（法第53条第２項） 

 ・郵便・一般信書便事業者：郵便及び信書便の確保（法第53条第３項） 

指定（地方）公共機関について ② 
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○ 指定公共機関との関係 
 ・指定公共機関として指定を受けた法人を指定地方公共機関として指定することはできない。 
 

○ 事業者団体を指定することについて 
 ・その事業者団体が担う業務・役割に応じ、事業者団体を指定することも可能である。 
 

○ 放送事業者について 
 ・指定公共機関については、現時点では、放送対象地域の広域性等にかんがみ、日本放送協

会を指定することを考えており、民間放送事業者を指定することは考えていない。 
 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法案の国会審議の際、衆議院内閣委員会及び参議院内

閣委員会において、「放送事業者である指定公共機関等が実施する新型インフルエンザ等対
策については、放送の自律を保障することにより、言論その他表現の自由が確保されるよう
特段の配慮を行うこと」との附帯決議が付されている。新型インフルエンザ等対策の実施に
当たり、放送事業者に対する報道の規制などが行われることのないよう留意されたい。 

 

○ 指定に向けての事務について 
 ・指定地方公共機関の指定に係る具体的な考え方については、追って示す予定であるので、

それを踏まえ、指定地方公共機関の事務を進めていただくようお願いしたい。 

指定（地方）公共機関について ③ 

指定公共機関・指定地方公共機関の指定に当たっての留意事項 

 新型インフルエンザ等の発生時に、その業務を通じて一定の公益的役割を果たしていただ
くという制度の趣旨を踏まえ、①その法人が行う業務の公益性、②国や都道府県が実施する
新型インフルエンザ等対策において当該法人が担う業務が継続的・安定的に行われることの
重要性などを総合的に勘案して、指定（地方）公共機関の選定を行うことが必要である。 
 指定地方公共機関の指定に当たっての留意事項については、今後、検討会議（仮称）にお
ける議論も踏まえ、施行日までに通知する予定であるが、現時点での考えは以下のとおり。 
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※この他、独立行政法人が指定されている。 

（参考） 災害対策基本法における指定公共機関の例 
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業種 事業者名 業種 事業者名 

医療 日本赤十字社 

道路管理 

東日本高速道路株式会社  

電気 

北海道電力株式会社 首都高速道路株式会社  

東北電力株式会社 中日本高速道路株式会社  

東京電力株式会社 西日本高速道路株式会社  

北陸電力株式会社 阪神高速道路株式会社  

中部電力株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 

関西電力株式会社 貨物運送 日本通運株式会社 

四国電力株式会社 

空港管理 

成田国際空港株式会社 

中国電力株式会社 関西国際空港株式会社 

九州電力株式会社 中部国際空港株式会社 

沖縄電力株式会社 金融 日本銀行 

電源開発株式会社 報道 日本放送協会 

日本原子力発電株式会社 

通信 

日本電信電話株式会社 

ガス 

東京瓦斯株式会社 東日本電信電話株式会社 

大阪瓦斯株式会社 西日本電信電話株式会社 

東邦瓦斯株式会社 ＫＤＤＩ株式会社 

鉄道 

北海道旅客鉄道株式会社 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

東日本旅客鉄道株式会社 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式 

東海旅客鉄道株式会社 会社 

西日本旅客鉄道株式会社 
郵便 

郵便事業株式会社 

四国旅客鉄道株式会社 郵便局株式会社 

九州旅客鉄道株式会社     

日本貨物鉄道株式会社   

※地方指定公共機関としては、医師会、歯科医師会、薬剤師会、バス協会、トラック協会な
どが指定されている例がある。 



国 都道府県 市町村 

行 
動 
計 
画 
に 
規 
定 
す 
る 
主 
な 
事 
項 

対策の実施に関する基本的な方針 対策の総合的な推進に関する事項 対策の総合的な推進に関する事項 

国が実施する措置に関する事項 
・新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ
に変異するおそれが高い動物のインフルエン
ザの海外及び国内における発生の状況、動向
及び原因の情報収集 

・新型インフルエンザ等に関する情報の地方公
共団体、指定公共機関、事業者及び国民への
適切な方法による提供 

・国内初発の場合における現地対策本部による
対策の総合的な推進 

・検疫、登録事業者の従業員等に対する特定接
種の実施その他の新型インフルエンザ等のま
ん延の防止に関する措置 

・医療の提供体制の確保のための総合調整 
・生活関連物資の価格の安定のための措置そ
の他の国民生活及び国民経済の安定に関す
る措置 

都道府県が実施する措置に関する事項 
・新型インフルエンザ等の発生の状況、動向
及び原因の情報収集並びに調査 

・新型インフルエンザ等に関する情報の市町
村、指定地方公共機関、医療機関、事業者
及び住民への適切な方法による提供 

・感染を防止するための協力の要請その他の
新型インフルエンザ等のまん延の防止に関
する措置 

・医療従事者の確保その他の医療の提供体
制の確保に関する措置 

・物資の売渡しの要請その他の住民の生活及
び地域経済の安定に関する措置 

・その他必要と認めるもの 

市町村が実施する措置に関する事項 
・新型インフルエンザ等に関する情報の事業
者及び住民への適切な方法による提供 

・住民に対する予防接種の実施その他の新
型インフルエンザ等のまん延の防止に関す
る措置 

・生活環境の保全その他の住民の生活及び
地域経済の安定に関する措置 

・その他必要と認めるもの 

 

登録事業者の従業員等に対する特定接種に係
る登録の基準に関する事項 

都道府県行動計画及び指定公共機関業務計画
を作成する際の基準となるべき事項 

市町村行動計画及び指定地方公共機関業務
計画を作成する際の基準となるべき事項 

新型インフルエンザ等対策を実施するための体
制に関する事項 

新型インフルエンザ等対策を実施するための
体制に関する事項 

新型インフルエンザ等対策を実施するため
の体制に関する事項 

地方公共団体やその他の関係機関相互の広域
的な連携協力の確保に関する事項 

他の地方公共団体その他の関係機関との連
携に関する事項 

他の地方公共団体その他の関係機関との
連携に関する事項 

手
続 

・閣議 
・国会報告 

・必要がある場合、他の地方公共団体へ意見
聴取 

・内閣総理大臣に報告、必要な場合は助言・
勧告 

・必要がある場合、他の地方公共団体へ意
見聴取 

・都道府県知事に報告、必要な場合は助言・
勧告 

国及び地方公共団体の行動計画について 【法第６～８条】 
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国として整合性ある対策の実施を確保するよう、国・地方公共団体は、行動計画を作成・公表 



都道府県対策本部 
 

都道府県、市町村、指定（地方）公共
機関が実施する新型インフルエンザ等
対策を総合的に推進 

 
○ 都道府県内の新型インフルエンザ 
 等対策に関する総合調整等 
○ 国又は指定公共機関に対する職員 
 派遣要請 

都道府県対策本部長 
（都道府県知事） 

都道府県対策副本部長 
（本部員から知事が指名） 

都道府県対策本部員 
（副知事、教育長、警視総監又は警察本部
長、(特別区消防長)、知事に任命された都

道府県職員） 

政府対策本部（閣議決定） 
 
指定行政機関、地方公共団体、指定公
共機関が、基本的対処方針に基づき実
施する新型インフルエンザ等対策を総
合的に推進 

 
○ 基本的対処方針の策定、公表    
○ 新型インフルエンザ等対策に関す  
 る総合調整等 

政府対策本部長 
（内閣総理大臣） 

政府対策副本部長 
（国務大臣） 

政府対策本部員 
（本部長・副本部長以外の全国務大臣） 

市町村対策本部 
 

市町村が実施する新型インフルエン
ザ等対策を総合的に推進 

 
○ 市町村内の新型インフルエンザ

等対策に関する総合調整等 

市町村対策本部長 
（市町村長） 

市町村対策副本部長 
（本部員から市町村長が指名） 

市町村対策本部員 
（副市町村長、教育長、消防長又は消防
吏員、市町村長に任命された市町村職

員） 

○ 国として整合性ある対策を効果的に実施するため、国及び地方公共団体に対策本部を設置 
 

○ 国及び都道府県は新型インフルエンザ等の発生時に設置【都道府県は、政府対策本部設置以前の任意設置可
（法律に基づく対策本部ではない）。政府対策本部設置後は、海外発生期（国内未発生）でも47都道府県で設置】 

 

○ 市町村は緊急事態宣言以降に設置【それ以前の時点での任意設置可（法律に基づく対策本部ではない）。   
宣言以降は、緊急事態措置を実施すべき区域に入っていない市町村も、事前準備・対策推進のために設置】 

新型インフルエンザ等対策の実施に係る体制について 【法第１５～２６条、３４～３７条】 
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行動計画と基本的対処方針について 
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○ 新型インフルエンザ等の発生に備え、新型インフルエンザ等の発生前（平時）に、政府、都
道府県、市町村が、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を定めるもの。 

 
○ 実際に発生する新型インフルエンザ等の病原性・感染力等のウイルスの特徴などを予測する
ことは不可能であるため、病原性の高い新型インフルエンザへの対応を念頭に置きつつ、病
原性が低い場合等様々な状況に対応できるよう、対策の選択肢を示すもの。 

 

○ 新型インフルエンザ等の発生時に、政府対策本部長が、行動計画に基づき、新型インフル
エンザ等対策として実際に講じる対策についての基本的な方針を定めるもの。 

 
○ 発生した新型インフルエンザ等の病原性・感染力等のウイルスの特徴、流行の状況、地域の
特性、その他の状況を踏まえ、患者等の人権への配慮や、対策の有効性、実行可能性及び対
策そのものが社会・経済活動に与える影響を総合的に勘案し、行動計画等で記載するものの
うちから、具体的に実施すべき対策を選択し決定する。 

 
○ 新型インフルエンザ等の発生時、都道府県・市町村対策本部は、政府対策本部長が定める
基本的対処方針及びその行動計画に基づき、対策を実施。 

行動計画について 

基本的対処方針について 



 １ 停留施設の使用等 

 新型インフルエンザ等発生当初の水際対策について、以下の措置を講じることができるようにする。 

 ２ 航空機等の運航の制限の要請 

○ 厚生労働大臣は、外国で新型インフルエンザ等が発生した場合に、検疫を適切に行うため必要があ
るときは、検疫実施のための海空港を集約することができる（検疫を行う港及び飛行場（特定検疫港
等）を定めることができる）。 

 

○ 検疫所長は、検疫をされるべき者が増加し、停留を行うための施設の不足により停留を行うことが困
難であると認められる場合において、検疫を適切に行うため必要があり、特定検疫港等周辺の施設の
管理者が正当な理由がないのに同意等をしない、又は管理者の所在が不明であるため同意等を求め
ることができないときは、同意等を得ないで、当該施設を使用することができる。 

○ 政府対策本部長は、厚生労働大臣から、上記１の措置を講じても停留を行うことが著しく困難で、新
型インフルエンザ等の病原体が国内に侵入することを防止できないおそれがあるとの報告があり、緊
急の必要があると認めるときは、国際的な連携を確保しつつ、内部に発生国内の地点から乗り込ん
だ者がいる航空機等の運航を行う事業者医対し、来航を制限するよう要請することができる。 

検疫のための停留施設の使用、航空機等の運航の制限の要請 【法第２９条、第３０条】 

※ 水際対策については、ウイルスの侵入を完全に防ぐためのものではないとの前提に立った上で、ウイルス
の病原性や感染力、海外の状況等を勘案して合理的な範囲で実施（合理性が認められなくなった場合には
措置を縮小）。健康監視の対象者についても、発生時の状況に応じて判断。 
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 政府対策本部長は、「新型インフルエンザ等緊急事態」が発生したと認めるときは、 「新型インフルエ

ンザ等緊急事態宣言」を行い、この宣言以降、解除まで緊急事態措置を講じることができる。  

 １ 「新型インフルエンザ等緊急事態」の要件 

 新型インフルエンザ等（国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で

定める要件①に該当するものに限る。）が国内で発生し、当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民

生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるものとして、政令で定める要件②に該当する事態 

新型インフルエンザ等緊急事態宣言について ① 【法第３２条】 

政令で定める要件については、たとえば、以下のものを想定。今後、専門家等の意見を踏まえ検討。 

【要件①（案）】 

 ・発生した新型インフルエンザ等のウイルスの病原性が高い場合 

 ・海外で発生した新型インフルエンザの臨床例の集積により、通常のインフルエンザとは異なる重症

症例（多臓器不全、ウイルス性肺炎、脳症など）が多くみられる場合 

【要件②（案）】 

 ・確認された患者が多数の人に感染させる可能性のある行動をとっていたなど多数の患者が発生す

る蓋然性が見込まれる場合 
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 ２ 「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」の内容 

政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示をする。 

○新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間（２年を超えない期間。ただし、１年延長可能） 

 ・実際に設定する期間については、発生時に、新型インフルエンザ等の病原性の程度や流行状況等を

総合的に勘案し、専門家の意見を聴いて決定。  

○新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域 

 ・実際に設定する区域については、発生時に、新型インフルエンザ等の流行状況や社会的混乱状況の

広がり等を総合的に勘案し、専門家の意見を聴いて決定。 

 ・区域の最小単位は原則として都道府県の区域を想定。２～３回に分けて日本全国を指定する場合や、

離島など都道府県内の一部を指定することも考えられる。 

○新型インフルエンザ等緊急事態の概要 

 ・新型インフルエンザ等の発生状況（患者が確認された地域、患者数等）、ウイルスの病原性、症状、感

染・まん延防止に必要な情報などを公示することを想定。 

新型インフルエンザ等緊急事態宣言について ② 

 ３ 「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」の解除 

 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、

速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をする。  
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 １ 不要不急の外出の自粛等の要請 

 新型インフルエンザ等緊急事態において、感染拡大をできるだけ抑制し、社会混乱を回避するため、
以下のような措置を講じる。 

 ２ 学校、興行場等の使用等制限等の要請等 

○ 都道府県知事は、緊急事態において、住民に対し、期間と区域を定めて（※）、生活の維持に必要
な場合を除きみだりに外出しないことを含め、感染防止に必要な協力を要請することができる。 

 （※）潜伏期間、治癒までの期間及び発生状況を考慮して定めることとなるが、具体的な運用については、政
府対策本部の基本的対処方針で統一的な方針を示す予定。期間については、発生初期などに１～２週
間程度を目安に実施することを想定。区域については、患者の発生状況や地域の社会経済的なつながり
等を勘案して都道府県知事が判断（都道府県内のブロック単位等）。 

○ 都道府県知事は、緊急事態において、期間を定めて、学校、社会福祉施設、興行場等多数の者
が利用する施設（注1）の管理者又はそれらの施設を使用して催物を開催する者に対し、施設の使
用の制限等の措置（注2）を講ずるよう要請することができる。 

 （※）具体的な運用については、政府対策本部の基本的対処方針で統一的な方針を示す予定。 

 注1  「施設」の具体的内容は、今後政令で規定。人の接触状況（利用人数、施設の大きさ）等を考慮。 

 注2  「措置」の具体的内容は、今後政令で規定。施設の使用制限・停止のみならず、マスク着用、咳エチ
ケット等の基本的な感染予防策の実施の協力を含む。 

 

○ 上記の場合において、正当な理由がないのに要請に応じないときは、要請を行った都道府県知事
は、新型インフルエンザ等のまん延防止等のために特に必要があると認める場合に限り、施設の使
用の制限等を指示することができる。（罰則なし） 

 

○ 要請・指示を行ったときは、その旨を公表する。 

感染を防止するための協力要請等について 【法第４５条】 
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政府対策本部 

 特定接種（対象…登録事業者の従業員等）   

 ※プレパンデミックワクチン又はパンデミックワクチン（プレパンデミックワクチンが有効でない場合）の接種。登録事業者の登録基準は
政府行動計画において明示 

指示 
厚生労働

大臣 
実施 

・登録事業者（医療提供業務又は国民生活・国民経済の安
定に寄与する業務を行う事業者で、厚生労働大臣の登録を
受けているもの）の従業員等に対する特定接種の実施 

・対策に従事する国家公務員に対する特定接種の実施 

対象者・期間につい
て、基本的対処方針
に規定 

都道府県
知事 

・住民に対する予防接種の実施 

※ 国・都道府県は接種に協力 

 予防接種（対象…住民） 
   

 ※ パンデミックワクチンの接種 

都道府県
知事 

予防接種法第６条 

特定接種及び住民に対する予防接種について 【法第２８条、４６条】 

市町村長 

・対策に従事する地方公務員に対する特定接種の実施 

※ 登録事業者、都道府県、市町村は接種や登録に協力（※） 

政府対策本部 

本部長が期間を
指定 

本部長 

市町村長 

※ 特定接種及び住民に対する予防接種については、行政による勧奨及び被接種者による努力義務を規定。 
※ 健康被害救済（予防接種法の一類相当の補償）については、予防接種を行った主体が実施。 

※ 登録事業者の選定・登録、接種場所（接種実施医療機関）の確保・委託事務、接種対象者（事業者）との連絡調整、 
 ワクチンの流通管理などについて、都道府県や市町村の御協力をいただきたい。詳細については今後検討。 
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指示 

厚生労働
大臣 

指示 



特定接種及び住民に対する予防接種の実施の判断について 

〔登録事業者の従業員等に対する特定接種〕 
 

 感染症予防法に基づく厚生労働大臣の新型インフルエンザ発生の公表 

 → 政府対策本部の設置 

 → 政府対策本部において、 ウイルスの亜型や病原性等の情報を踏まえ、速やかに実施の可否を検討 

 → 政府対策本部長が厚生労働大臣に実施の指示 

 → 厚生労働大臣が、都道府県知事・市町村長に実施の指示（地方公務員）、登録事業者等に対する接種 

   ※緊急事態宣言前から実施されることが想定される。 

〔住民に対する予防接種〕 
 

 政府対策本部長による緊急事態宣言 

 →政府対策本部が、基本的対処方針を変更し、住民に対する予防接種の対象者及び期間を決定 

 →都道府県知事が、市町村長に実施の指示 

 

 

 

 

 

 

 

 予防接種については、政府対策本部長が、その実施の可否を検討することとし、以下のようになるこ
とが想定される。 

緊急事態宣言が行われている場合 

緊急事態宣言が行われていない場合 

新型インフルエンザ等対策特別措置法
第４６条に基づく接種 

予防接種法第６条第３項に基づく接種
（新臨時接種） 
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登録事業者に対する特定接種について（登録の流れと接種のイメージ） 

登録事業者に対する特定接種のイメージ 

① 政府行動計画による特定接種対象事業者に係る該当基準（※）の提示 

② 登録事務 
 ・事業者（事業所単位）による登録申請（対象人数、企業内診療所等の活用による事業者による接種実施可否等） 
 ・登録 

①医療機関、地域医師会等への委託 
  集団接種会場の確保等に係る協力依頼等 

②接種日、接種場所の連絡 

医療機関、 
地域医師会等 

③接種の実施 

（２）事業者において接種体制を確保することが困難な場合 

（１）事業者において接種体制を確保することが可能な場合 

①協力依頼、委託等 
事業者 

（事業所単位） ※事業者は、企業内診療所等を活用し接種。 

政府行動計画
改定 

厚生労働省 

事業者 
（事業所単位） ①基準の提示 ②登録事務 

①、② ②接種の実施 

① 
事業者 

（事業所単位） 

② 

③ 

厚労省 

特定接種の対象となる事業者の登録 

※業種・職種、従業員規模による絞り込み等 

事業者登録 

事業者 
（事業所単位） 

事業者 
（事業所単位） 

都
道
府
県
等

に
よ
る
協
力 

厚労省 

都道府県等による協力 

都道府県等
による協力  
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※原則として集団的接種を実施。 



 特定接種の対象者については、「新型インフルエンザワクチン接種の進め方について（第１次案）」（平
成２０年９月１８日）において、以下のとおり提示されているところ。 

 今後、関係者のご意見を踏まえながら検討し、政府行動計画で定める。 

カテゴリー 考え方 業種・職種 

Ⅰ 感染拡大防止・
被害の最小化に
資する業種・職
種 

発生時、直ちに感染拡大防止に従事する医療機関
や水際対策に関わる者、在外邦人の帰国を含む国
際輸送に関わる者。 

※感染リスクが高く、早期に接種する必要。 

感染症指定医療機関、保健所、救急隊員・消防職員
（救急業務等に関わる者）、検疫所・入国管理局・税
関 、在外公館職員、自衛隊・海上保安官・警察職員
（新型インフルエンザ対策に従事する者）、停留施設
（宿泊施設）、国際航空、空港管理、外航海運 

Ⅱ 

 

新型インフルエ
ンザ対策に関す
る意思決定に携
わる者  

危機管理を含め、状況の変化に応じた適切な新型イ
ンフルエンザ対策を講じるための意思決定に携わる
者。 

首相・閣僚等、国・地方自治体の新型インフルエンザ
対策の意思決定に関わる者等                                    

                             

国民の生命・健
康の維持に関わ
る業種・職種 

患者・障害者等のため、医療・介護サービスを確保。 

※ 感染拡大につれ、感染症指定医療機関  

 以外の医療機関も患者を受け入れるように  

 なるため、その従事者は感染リスクが高い。 

感染症指定病院等以外の医療従事者、福祉・介護従
事者、医薬品・医療機器製造販売      

国民の安全・安
心に関わる業
種・職種 

国民の不安の増大や治安の悪化が懸念されるため、
国・自治体の基本的機能に加え、治安維持や報道機
関の機能を維持。 

国会議員・地方議会議員、警察職員、報道機関、通信
事業、法曹関係者、矯正職員等        

Ⅲ 

 

ライフライン維持
に関わる業種・
職種 

２か月にも及ぶ流行の波の期間中、国民の最低限の
生活を維持するため、公共サービスを始めとしたライ
フラインの維持に関わる事業者等の機能を維持。 

電気・原子力・ガス・石油、熱供給事業、水道関連事
業、郵便、航空、空港、水運、鉄道、道路旅客・貨物運
送、道路管理、倉庫、運輸附帯サービス、食料品・生
活必需品の製造・販売・流通、金融、情報システム、
火葬・埋葬、廃棄物処理、国家・地方公務員（最低限
の生活維持に不可欠な事務事業に携わる者）           

特定接種の対象者について 
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○ 医薬品等製造販売業者等については、指定（地方）公共機関となった場合、新型インフルエンザ等の
発生時に、その業務について対策を実施する責務を有する。また、都道府県知事は、総合調整・指示
権を行使できるほか、医薬品等の配送要請・指示を行うことができる。（法第３条第５項、第２４条第１項、第３３条第２項、
第５４条第２項、３項） 

 

○ 指定（地方）公共機関でない医薬品等製造販売業者等、薬局等についても、特定接種に係る事前登
録を行う場合があることが想定され、その場合、登録事業者として業務を継続する責務を果たすことが
求められる。（法第４条第３項） 

 

医療関係者による協力を確保するための枠組みについて ① 

○医療従事者や医療施設に係る各種の措置を組み合わせることにより、地域の医療提供体制を構
築・維持。 

○発生時に医療従事者等の必要な協力が得られるよう、都道府県行動計画の策定段階から関係者
の意見を十分に踏まえていただくよう配慮されたい。 

 １ 医療機関に係る措置（指定（地方）公共機関、登録事業者） 

○ 本法では、指定（地方）公共機関として、医療業務を行う法人が指定されうることとしている。指定 
（地方）公共機関は、新型インフルエンザ等の発生時に、その業務について対策を実施する責務を有
する。また、都道府県対策本部長の総合調整・指示権の対象となる。（法第３条第５項、第２４条第１項、第３３条第２項） 

 

○ さらに、小規模な診療所など、指定（地方）公共機関として指定しないものについても、新型インフル
エンザ等の医療のためのものに限らず、特定接種に係る事前登録を行うことが想定され、その場合、
登録事業者として業務を継続する責務を果たすことが求められる。（法第４条第３項） 

 

 

○ なお、公立医療機関については、指定（地方）公共機関となるものではないが、地方公共団体の行動 

計画において、その機能・活動を位置付け、新型インフルエンザ等の発生時においても医療の提供を 

継続することが考えられる。 

 ２ 医薬品等製造販売業者等に係る措置 
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○ 都道府県知事は、区域内において医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、
都道府県行動計画で定めるところにより、臨時の医療施設を開設し、医療を提供しなければならない。
（法第４８条第１項） 

○ 臨時の医療施設については、医療法、消防法、建築基準法、景観法による技術的基準の規定を適用
しない。（法第４８条第３～５項） 

○ 施設開設に必要な場合には、土地、家屋又は物資の所有者等の同意を得て、土地等を使用すること
ができる。正当な理由がないとき又は所在不明のため同意を求めることができないときは、同意を得ず
に使用することができる。（法第４９条） 

○ 既存の医療施設について、緊急事態における医療提供を行うために病床数等を変更する場合には、
医療法の許可を不要とし、変更内容の届出でよいこととする。（法第４８条第６項、第７項） 

 ３ 医療関係者への医療等の実施の要請等 

 ４ 臨時の医療施設における医療の提供等 

○ 都道府県知事は、医師、看護師等の医療関係者に対し、場所、期間その他の必要な事項を示して、
新型インフルエンザ等の患者（疑い患者を含む）に対する医療や特定接種・予防接種を行うよう要請す
ることができる。（法第３１条第１項、第２項、第４６条第６項） 

 

○ 正当な理由がないのに要請に応じないときは、特に必要があると認めるときに限り、医療関係者に対
し、医療又は予防接種を行うべきことを指示することができる。（法第３１条第３項） 

○ 要請に応じ、又は指示に従って、患者に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡したり、
疾病にかかったりしたときは、都道府県知事は、その損害を補償しなければならない。（予防接種の実
施の要請・指示を受けた医療関係者は補償の対象外）（法第６３条） 

 

医療関係者による協力を確保するための枠組みについて ② 

※ 今後、政令等で、要請・指示の対象となる医療関係者の範囲、損害補償の内容・水準等を定める予定。 
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※ 医療機関に対してではなく、医師等の個々の医療従事者に要請。運用方法等については追ってお示しする予定。 



 １ 緊急物資の運送等（法第５４条） 

 ２ 特定物資の売渡しの要請等（法第５５条） 

○ 国の（地方）機関の長又は都道府県知事は、運送事業者である指定（地方）公共機関に対し、緊急
物資の運送を要請することができる。【※場所・期日を併せて指定】 

 

○ 国の（地方）機関の長又は都道府県知事は、医薬品の販売業者等である指定（地方）公共機関に
対し、医薬品又は医療機器の配送を要請することができる。【※場所・期日を併せて指定】 

 

○正当な理由がないのに要請に応じないときは、要請を行った都道府県知事は、新型インフルエンザ
等緊急事態措置の実施のため特に必要があると認める場合に限り、輸送又は配送を指示すること
ができる。 

○ 都道府県知事は、 医薬品や食品等（※）について、所有者に対し、売渡しを要請できる。 
 

○ 上記の場合において、正当な理由がないのに要請に応じないときは、要請を行った都道府県知事
は、特に必要があると認める場合に限り、収用することができる。 

 

○ 緊急措置を実施するに当たり、医薬品や食品等（※）を確保するため緊急の必要があるときは、事
業者に保管を命ずることができる。 

※ 物資の範囲については政令で規定。 

※ 緊急の必要があるとき又は都道府県から要請があったときは、国も実施可能。 

緊急物資の運送、特定物資の売渡し要請等について 【法第５４条、第５５条】 
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 １ 埋葬及び火葬の手続の特例 

○ 厚生労働大臣は、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難な場合において、公衆衛生上の危害の発
生を防止するため緊急の必要があるときは、墓地、埋葬等に関する法律の手続の特例を定めること
ができる。 

 

【想定している特例】  

 ①死亡届出受理市町村以外の市町村でも、死亡診断書等により埋葬・火葬の許可を可能とする。 
 

 ②市町村による埋葬・火葬の許可がない場合でも、墓地・火葬場の管理者による一定の手続（死亡診
断書等の確認が必要）のもと、埋葬・火葬の実施を可能とする。 

 ２ 緊急時の埋葬又は火葬の実施 

○ 一時期に集中して死亡者が発生する等により、火葬能力の限界を超える事態に備え、都道府県知
事は、埋葬又は火葬を行おうとする者が埋葬又は火葬を行うことが困難な場合において、公衆衛生上
の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、埋葬又は火葬を行わなければなら
ない。 

埋葬及び火葬の特例等について 【法第５６条】  
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○ 指定（地方）行政機関又は地方公共団体の長は、価格の高騰・買占め・売惜しみによる供給
不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、政府行動計画（都道府県行動計画、市町村行動計
画）で定めるところにより、「生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する
法律」や「国民生活安定緊急措置法」等に基づく適切な措置を講じなければならない。 

 ※ 災害対策基本法や国民保護法においても同様の規定あり。 

○ 行政上の権利利益に係る満了日の延長、期限内に履行されなかった義務に係る免責、金銭債
務の支払猶予等の措置を創設。 

 ※ 国民保護法においても同様の規定があり、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を
図るための特別措置に関する法律」を適用し、例えば運転免許証の満了日の延長など行政上
の権利利益に係る延長等を規定。 

○ 政府関係金融機関等は、償還期限・据置期間の延長や利率の低減等の適切な措置を講ずる 
 よう努める。 
○ 日本銀行は、通貨・金融の調節、金融機関間の資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の 
 維持に資するため必要な措置を講じなければならない。 
 ※ 災害対策基本法や国民保護法においても同様の規定あり。 

申請期限等の延長等、物資の価格安定及び政策金融について【法第５７～第６１条】 

 ２ 生活関連物資等の価格の安定（法第５９条） 

 １ 行政・民事上の申請期限・履行期限の延長等（法第５７条、第５８条） 

 ３ 政策金融の実施等（法第６０条、第６１条） 

 

28 



 ○ 住民に対する予防接種 ： パンデミックワクチンの接種。全国民向け 
  ・実施主体割合：市町村 
  ・費用負担割合：原則 国１／２ 都道府県１／４ 市町村１／４ 
  ※予防接種法の新臨時接種並び  ※国費の嵩上げ措置あり  ※健康被害救済についても同様 

○ 登録事業者の従業員等への特定接種 ： プレパンデミックワクチンの接種 
 ・実施主体：国家公務員・民間事業者は国、 地方公務員（都道府県職員）は都道府県、地方公務員（市町村職員）は市町村 
 ・費用負担割合：実施主体が全額負担  ※健康被害救済についても同様 
 
○ その他 （臨時の医療施設における医療提供、医療関係者の損害補償、埋葬・火葬 等） 
  ・実施主体割合：都道府県 
  ・費用負担割合：原則  国１／２ 都道府県１／２ 
   ※国負担は災害救助法並び  ※国費の嵩上げ措置あり 

新型インフルエンザ等対策特別措置法における費用負担 

 国は、１のほか、予防接種の実施その他新型インフルエンザ等緊急事態への対応に伴って地方が支弁する費用に対し、 
必要な財政上の措置を講じるものとする。 

 ２ 地方負担に対する規定 

・新型インフルエンザが全国的にまん延し短期間に数十万人規模の死者が発生しうるという点で大規模災害と類似。 
・災害救助法を踏まえ、地方団体の財政力に応じて嵩上げを行う（複数年度通算。市町村が実施主体の場合は地方費の
1/2を都道府県が負担）。 

国費 

国費率 9/10 
8/10 

5/10 

地方費 

標準税収入の1/100 標準税収入の2/100 主体が市町村の場合 
主体が都道府県の場合 標準税収入の2/100 標準税収入の4/100 

費用 

＜国費と地方費の関係＞ 

 ※ 国負担の嵩上げ規定 

 １ 地方の費用負担 
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新型インフルエンザ等対策特別措置法における罰則 【法第７６～７８条】  

条 文 対 象 者 罰 則 

 
第７６条 

 
特定都道府県知事、指定（地方）行政機関の長の保管
命令（法第５５条第３項、第４項）に従わず、特定物
資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者 

 
六月以下の懲役
又は三十万円以
下の罰金 
 

 
第７７条 

 
特定都道府県知事、指定（地方）行政機関の長による
土地、家屋、物資又は特定物資の立入検査（法第７２
条第１項、第２項）を拒み、妨げ、若しくは忌避し、
又は必要な報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者 
 

 
三十万円以下の
罰金 

※法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法
人又は人の業務に関し、法第７６条又は第７７条の違反行為をしたときは、行
為者のほか、その法人又は人も罰する。（法第７８条） 
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今後のスケジュール（予定） 

国 

都道府県 

市町村 

24年6月   7月   8月   9月  10月  11月   12月  25年1月 ～     春   

法
律
の
施
行 

政
府
行
動
計
画
の
策
定 

都
道
府
県
行
動
計
画
の
策
定 

※

市
町
村
行
動
計
画
の
策
定 

政
省
令
・
施
行
日
政
令
の
公
布 

※現時点の予定であり、今後変更がありうる。 

※

地
方
公
共
団
体
関
係
者
も
参
加 

検
討
会
議
（
仮
称
）
の
設
置 

政令、行動計画の内容等に関する検討 

検
討
会
議
（
仮
称
）
中
間
と
り
ま
と
め 

都
道
府
県
対
策
本
部
条
例
の
制
定 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定 

都
道
府
県
担
当
課
長
会
議
の
開
催 

市
町
村
説
明
会
の
開
催 

（
都
道
府
県
等
の
協
力
を
得
て
） 

特
定
接
種
の
登
録
事
務
の
開
始 

※は市町村 

指
定
地
方
公
共
機
関
の
指
定 

 

31 

※

市
町
村
対
策
本
部
条
例
の
制
定 

※

施
行
日
は
事
前
に
お
知
ら
せ
す
る
予
定 


